
 

 

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会 

 

第３回総会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時 令和８年４月３０日（木）１３時３０分～ 

場所 高千穂町役場４階 大会議室 

 



 日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会第３回総会 次第 

 

１ 開会 

 

２ 実行委員会会長（町長）あいさつ 

 

３ 宮崎県議会議員あいさつ 

 

４ 宮崎県剣道連盟あいさつ 

 

５ 説明事項 

  説明事項１ 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大

会の概要について 

６ 報告事項 

  報告事項１ 実行委員会委員の変更について 

報告事項２ 専門委員会名簿について 

報告事項３ 広報、気運醸成の取組について 

報告事項４ 配布記念品について 

報告事項５ わた SHIGA輝く国スポ視察状況（滋賀県湖南市） 

報告事項６ 各専門委員会での結果概要について 

（１）総務企画専門委員会 

（２）競技式典専門委員会 

（３）宿泊衛生専門委員会 

（４）輸送警備専門委員会 

 

７ 審議事項 

  【第１号議案】実行委員会会則の改正について 

  【第２号議案】専決処分した予算の承認について（令和７年度補正予算（第

２号）） 

  【第３号議案】専決処分した予算の承認について（令和８年度暫定予算） 

【第４号議案】令和７年度事業報告 

【第５号議案】令和７年度収支決算 

       令和７年度監査報告 

【第６号議案】令和８年度事業計画（案） 

【第７号議案】令和８年度補正予算（第１号）（案） 



 
 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会の概要 

 

１ 大会概要 

国民スポーツ大会（国スポ）は、広く国民の間にスポーツを普及しスポーツ

の精神を高揚して、国民の健康増進と体力向上を図り、併せて地方スポーツの

推進と地方文化の発展に寄与することを目的として、毎年開催されている国内

最大の国民スポーツの祭典です。 

全国障害者スポーツ大会（障スポ）は、障がい者が競技等を通じてスポーツ

の楽しさを体験するとともに、国民の障がいに対する理解を深め、障がい者の

社会参加の推進に寄与することを目的として、毎年開催されている障がい者ス

ポーツの全国的な祭典です。 

高千穂町では、正式競技の剣道およびデモンストレーションスポーツとして

モルックを行います。 

※国民体育大会は、令和６年に佐賀県で開催される第７８回大会以降、国民

スポーツ大会に名称変更され、略称も国体から国スポ（こくすぽ）となりま

す。 

 

2 開催年、大会名称、愛称、スローガン、マスコット 

開 催 年：令和９年（２０２７年） 

大 会 名 称：第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

愛 称：日本のひなた宮崎国スポ・障スポ 

スローガン：紡
つむ

ぐ感動神話となれ 

マスコット：みやざき犬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明事項１ 



3 主催 

 ○主催者：公益財団法人日本スポーツ協会、文部科学省、開催地都道府県 

 ○競技会：日本スポーツ協会加盟競技団体、会場地市町村 

4 大会の開催時期等 

 ○国民スポーツ大会 令和 9年 9月 26日（日）～10月 6日（水） 

 ○全国障害者スポーツ大会 令和 9年 10月 23日（土）～25日（月） 

5 今後のスケジュールについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 実施予定競技（宮崎県） 

＜国民スポーツ大会＞ 

（1）正式競技（３７競技） 

陸上競技 水泳 サッカー テニス 

ローイング ホッケー ボクシング バレーボール 

体操 バスケットボール レスリング セーリング 

ウエイトリフティング ハンドボール 自転車 ソフトテニス 

卓球 軟式野球 相撲 馬術 

フェンシング 柔道 ソフトボール バドミントン 

弓道 ライフル射撃 剣道 ラグビーフットボール 

スポーツクライミング カヌー アーチェリー 空手道 

銃剣道 なぎなた ボウリング ゴルフ 

トライアスロン 

 

（2）特別競技（１競技） 

高等学校野球（硬式および軟式） 

 

（3）公開競技（６競技） 

綱引 ゲートボール 武術太極拳 パワーリフティング 

バウンドテニス エアロビック 

 

デモンストレーションスポーツ 

県内に居住している者を対象として実施する競技（※大会ごとに種目を決

定)例：モルック（高千穂町）、森林セラピーウォーキング（日之影町）、フロ

アカーリング（五ヶ瀬町）、ラジオ体操（宮崎市他）、サーフィン（日向市）等 

 

＜全国障害者スポーツ大会＞ 

（1）正式競技（１４競技） 

個人競技 

陸上競技 水泳 アーチェリー 卓球 

フライングディスク ボウリング ボッチャ 

 

団体競技 

バスケットボール 車いすバスケットボール ソフトボール ブラインドベースボール 

フットソフトボール バレーボール サッカー 

 



オープン競技 

広く障がい者の間にスポーツを普及する観点から有効と認められる競技が実施

される。 

（※大会ごとに種目を決定) 

ふうせんバレーボール、卓球バレー、パラトライアスロン、ブラインドテニス 

 

6高千穂町開催競技及び開催予定施設 

【正式競技】 

競技名 種別 開催予定施設 

剣道 
全種別 

（少年男女、成年男女） 
高千穂町武道館 

少年男子、少年女子、成年女子は各地区ブロック大会を行い、各 16チームが出場 

成年男子は全都道府県が参加 

【デモンストレーションスポーツ】 

競技名 主管団体名 開催予定施設 

モルック 高千穂町教育委員会 
折原グラウンド 

(※雨天時は高千穂町武道館) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

剣道 モルック 



 日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会第３回総会 次第 

 

１ 開会 

 

２ 実行委員会会長（町長）あいさつ 

 

３ 宮崎県議会議員あいさつ 

 

４ 宮崎県剣道連盟あいさつ 

 

５ 説明事項 

  説明事項１ 第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大

会の概要について 

６ 報告事項 

  報告事項１ 実行委員会委員の変更について 

報告事項２ 専門委員会名簿について 

報告事項３ 広報、気運醸成の取組について 

報告事項４ 配布記念品について 

報告事項５ わた SHIGA輝く国スポ視察状況（滋賀県湖南市） 

報告事項６ 各専門委員会での結果概要について 

（１）総務企画専門委員会 

（２）競技式典専門委員会 

（３）宿泊衛生専門委員会 

（４）輸送警備専門委員会 

 

７ 審議事項 

  【第１号議案】実行委員会会則の改正について 

  【第２号議案】専決処分した予算の承認について（令和７年度補正予算（第

２号）） 

  【第３号議案】専決処分した予算の承認について（令和８年度暫定予算） 

【第４号議案】令和７年度事業報告 

【第５号議案】令和７年度収支決算 

       令和７年度監査報告 

【第６号議案】令和８年度事業計画（案） 

【第７号議案】令和８年度補正予算（第１号）（案） 



 
 

第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会の概要 

 

１ 大会概要 

国民スポーツ大会（国スポ）は、広く国民の間にスポーツを普及しスポーツ

の精神を高揚して、国民の健康増進と体力向上を図り、併せて地方スポーツの

推進と地方文化の発展に寄与することを目的として、毎年開催されている国内

最大の国民スポーツの祭典です。 

全国障害者スポーツ大会（障スポ）は、障がい者が競技等を通じてスポーツ

の楽しさを体験するとともに、国民の障がいに対する理解を深め、障がい者の

社会参加の推進に寄与することを目的として、毎年開催されている障がい者ス

ポーツの全国的な祭典です。 

高千穂町では、正式競技の剣道およびデモンストレーションスポーツとして

モルックを行います。 

※国民体育大会は、令和６年に佐賀県で開催される第７８回大会以降、国民

スポーツ大会に名称変更され、略称も国体から国スポ（こくすぽ）となりま

す。 

 

2 開催年、大会名称、愛称、スローガン、マスコット 

開 催 年：令和９年（２０２７年） 

大 会 名 称：第８１回国民スポーツ大会・第２６回全国障害者スポーツ大会 

愛 称：日本のひなた宮崎国スポ・障スポ 

スローガン：紡
つむ

ぐ感動神話となれ 

マスコット：みやざき犬 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

説明事項１ 



3 主催 

 ○主催者：公益財団法人日本スポーツ協会、文部科学省、開催地都道府県 

 ○競技会：日本スポーツ協会加盟競技団体、会場地市町村 

4 大会の開催時期等 

 ○国民スポーツ大会 令和 9年 9月 26日（日）～10月 6日（水） 

 ○全国障害者スポーツ大会 令和 9年 10月 23日（土）～25日（月） 

5 今後のスケジュールについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６ 実施予定競技（宮崎県） 

＜国民スポーツ大会＞ 

（1）正式競技（３７競技） 

陸上競技 水泳 サッカー テニス 

ローイング ホッケー ボクシング バレーボール 

体操 バスケットボール レスリング セーリング 

ウエイトリフティング ハンドボール 自転車 ソフトテニス 

卓球 軟式野球 相撲 馬術 

フェンシング 柔道 ソフトボール バドミントン 

弓道 ライフル射撃 剣道 ラグビーフットボール 

スポーツクライミング カヌー アーチェリー 空手道 

銃剣道 なぎなた ボウリング ゴルフ 

トライアスロン 

 

（2）特別競技（１競技） 

高等学校野球（硬式および軟式） 

 

（3）公開競技（６競技） 

綱引 ゲートボール 武術太極拳 パワーリフティング 

バウンドテニス エアロビック 

 

デモンストレーションスポーツ 

県内に居住している者を対象として実施する競技（※大会ごとに種目を決

定)例：モルック（高千穂町）、森林セラピーウォーキング（日之影町）、フロ

アカーリング（五ヶ瀬町）、ラジオ体操（宮崎市他）、サーフィン（日向市）等 

 

＜全国障害者スポーツ大会＞ 

（1）正式競技（１４競技） 

個人競技 

陸上競技 水泳 アーチェリー 卓球 

フライングディスク ボウリング ボッチャ 

 

団体競技 

バスケットボール 車いすバスケットボール ソフトボール ブラインドベースボール 

フットソフトボール バレーボール サッカー 

 



オープン競技 

広く障がい者の間にスポーツを普及する観点から有効と認められる競技が実施

される。 

（※大会ごとに種目を決定) 

ふうせんバレーボール、卓球バレー、パラトライアスロン、ブラインドテニス 

 

6高千穂町開催競技及び開催予定施設 

【正式競技】 

競技名 種別 開催予定施設 

剣道 
全種別 

（少年男女、成年男女） 
高千穂町武道館 

少年男子、少年女子、成年女子は各地区ブロック大会を行い、各 16チームが出場 

成年男子は全都道府県が参加 

【デモンストレーションスポーツ】 

競技名 主管団体名 開催予定施設 

モルック 高千穂町教育委員会 
折原グラウンド 

(※雨天時は高千穂町武道館) 
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日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会名簿 

 （順不同・敬称略） 

番号 役職 所属団体 役職 氏名 

1 会長 高千穂町 町長 甲斐 宗之 

2 副会長 高千穂町議会 議長 本願 和茂 

3 〃 高千穂町スポーツ協会 会長 甲斐 教也 

4 〃 高千穂町商工会 会長 藤本 浩 

5 〃 高千穂町観光協会 会長 竹尾 通洋 

6 〃 高千穂町自治公民館連絡協議会 会長 佐藤 則義 

7 〃 高千穂町教育委員会 教育長 戸敷 二郎 

8 委員 高千穂町 副町長 藤本 昭人 

9 〃 高千穂町議会文教厚生常任委員会 委員長 板倉 哲男 

10 〃 宮崎県剣道連盟 会長 橋口 光博 

11 〃 宮崎県剣道連盟 副会長兼事業部長 興梠 孝明 

12 〃 宮崎県剣道連盟 理事長 粟田 嘉朗 

13 〃 宮崎県剣道連盟西臼杵支部 理事長 工藤 浩章 

14 〃 高千穂町校長会 副会長 西田 浩司 

15 〃 宮崎県立高千穂高等学校 校長 松田 太郎 

16 〃 高千穂町スポーツ推進委員協議会 会長 興梠 晃 

17 〃 高千穂町社会福祉協議会 会長 佐藤 秋浩 

18 〃 高千穂町ボランティア連絡協議会 会長 市野 辰廣 

19 〃 高千穂町旅館業組合 組合長 飯干 昭憲 

20 〃 高千穂町料理飲食店組合 支部長 児嶋 佐代子 

21 〃 宮崎県農業協同組合高千穂地区本部 本部長理事 佐藤 友則 

22 〃 高千穂町消防団 団長 馬原 祥 

23 〃 西臼杵支庁 支庁長 財部 孝志 

24 〃 高千穂警察署 署長 阪本 哲司 

25 〃 西臼杵広域行政事務組合病院事業 事業管理者 寺尾 公成 

26 〃 西臼杵広域行政事務組合消防本部 消防長 工藤 誠也 

27 〃 宮崎交通株式会社 延岡営業所 所長 興梠 泰洋 

28 〃 高千穂保健所 所長 西田 敏秀 

29 〃 西臼杵郡食品衛生協会 副会長 佐藤 太志夫 

30 〃 高千穂町役場 総務課長 林 謙一 

31 〃 高千穂町役場 企画観光課長 安在 浩 

32 監事 高千穂町 監査委員 中尾 清美 

33 〃 高千穂町 会計管理者 佐藤 美和 

34 顧問 宮崎県議会 議員 佐藤 雅洋 

35 〃 高千穂町教育委員 職務代理者 佐藤 幸男 

 

報告事項 1 



事務局（令和 8年度） 

番号 役職 所属団体 役職 氏名 

1 事務局長 高千穂町教育委員会 教育次長兼教育総務課長 湯川  哲 

2 事務局次長 高千穂町教育委員会 教育総務課 課長補佐 佐藤 純子 

3 事務局 高千穂町教育委員会 国民スポーツ大会推進室長 興梠 貴俊 

4 事務局 高千穂町教育委員会 国民スポーツ大会推進室 総務企画係長 山口 ヱミ 

5 事務局 高千穂町教育委員会 国民スポーツ大会推進室 競技運営係長 原田 貴彦 

6 事務局 高千穂町教育委員会 社会体育係 主任主事 甲斐 雅輝 

7 事務局 高千穂町教育委員会 国民スポーツ大会推進室 田﨑 春香 

 

 

 

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会組織図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総会（最高議決機関） 

○開催方針に関すること。 

○会則の制定及び改廃に関すること。 

○事業計画及び事業報告に関すること。 

○予算及び決算に関すること。 

○専門委員会に委任する事項に関すること。 

○その他重要な事項に関すること。 

付託 報告 

専門委員会（調査、研究） 

○総会からの付託事項を調査審議し報告する。 

総務企画専門委員会 

・総務企画に関すること。 

・町民への広報活動に関する

こと。 

           など 

競技式典専門委員会 

・競技に関すること。 

・式典に関すること。 

・施設に関すること。 

       など 

宿泊衛生専門委員会 

・宿泊に関すること。 

・医療救護に関すること。 

・食品衛生に関すること。 

・環境衛生に関すること。 

         など 

輸送警備専門委員会 

・輸送交通に関すること。 

・警備消防に関すること。 

         など 



日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会専門委員会名簿（令和８年４月時点） 

 

【総務企画専門委員会】 

番号 役職名 所属団体 役職 氏名 

1 委員長 高千穂町校長会 副会長 西田 浩司 

2 副委員長 高千穂町役場総務課 課長 林 謙一 

3 委員 高千穂町自治公民館連絡協議会 会長 佐藤 則義 

4 委員 高千穂町議会文教厚生常任委員会 委員長 板倉 哲男 

5 委員 高千穂町社会福祉協議会 事務局長 永野 悟 

6 委員 高千穂町ボランティア連絡協議会 会長 市野 辰廣 

7 委員 西臼杵支庁 次長（総括） 大塚 英昭 

 

【競技式典専門委員会】 

番号 役職名 所属団体 役職 氏名 

1 委員長 宮崎県剣道連盟 事務局長 吉岡 宏 

2 副委員長 宮崎県剣道連盟（競技実行委員会） 競技委員長 飯干 裕二 

3 委員 宮崎県剣道連盟 副会長兼事業部長 興梠 孝明 

4 委員 宮崎県剣道連盟 総務部長 東園 二明 

5 委員 宮崎県剣道連盟（競技実行委員会） 競技副委員長 尾﨑 城夫 

6 委員 宮崎県剣道連盟（競技実行委員会） 競技副委員長 柿木 龍馬 

7 委員 宮崎県剣道連盟西臼杵支部 理事長 工藤 浩章 

8 委員 高千穂町スポーツ協会 理事長 山下 正弘 

9 委員 宮崎県立高千穂高等学校 教頭 重永 信祐 

10 委員 高千穂町スポーツ推進委員協議会 会長 興梠 晃 

 

【宿泊衛生専門委員会】 

番号 役職名 所属団体 役職 氏名 

1 委員長 高千穂町観光協会観光振興課 課長 工藤 久典 

2 副委員長 高千穂町役場企画観光課 観光振興係長 田邉 將喬 

3 委員 高千穂町商工会 事務局長 須藤 浩文 

4 委員 高千穂町旅館業組合 組合長 飯干 昭憲 

5 委員 高千穂町料理飲食店組合 支部長 児嶋 佐代子 

6 委員 宮崎県農業協同組合高千穂地区本部 企画管理部長 伊藤 和敏 

7 委員 西臼杵広域行政事務組合病院事業 看護部長（高千穂） 甲斐 美幸 

8 委員 高千穂保健所 副主幹 眞﨑 浩成 

9 委員 西臼杵郡食品衛生協会 副会長 佐藤 太志夫 

 

【輸送警備専門委員会】 

番号 役職名 所属団体 役職 氏名 

1 委員長 高千穂町消防団（高千穂町役場総務課） 消防防災係長 橋本 太喜 

2 副委員長 西臼杵広域行政事務組合消防本部 警防係主任 甲斐 貴政 

3 委員 高千穂警察署 署長 阪本 哲司 

4 委員 宮崎交通株式会社 延岡営業所 所長 興梠 泰洋 

順不同・敬称略 

報告事項 2 



令和7年度　広報、気運醸成の取組の報告



取組状況.1

国スポ大会ホームページ作成

町公式ホームページ内に

「国スポ特設ページ」を新設。

大会に関する最新情報や

日程、取り組み状況などを

随時掲載。

取組状況.2

高千穂町実行委員会

公式Instagram開設

投稿　33件

フォロワー数　177名

令和8年4月14日時点

取組状況.3

国スポ仕様のネックストラップ

を作成し職員へ配布

余白

余白

余白

報告事項３



取組状況.4

日本のひなた宮崎国スポ・

障スポ大会イメージソング

ダンス出前授業

実施日：令和7年5月7日

場所：高千穂中学校体育館

日本のひなた宮崎国スポ・

障スポ大会イメージソング

ダンス出前授業

場所：高千穂中学校運動場

日本のひなた宮崎国スポ・

障スポ大会イメージソング

ダンス出前授業

場所：高千穂中学校運動場

余白

余白

余白



取組状況.5

町内各小中学校へ

モルックを寄贈（15組）

写真：高千穂中学校

取組状況.6

一般社団法人高千穂町

観光協会様への寄付金

感謝状贈呈式

場所：町長室

取組状況.7

日本のひなた宮崎国スポ・障スポ

「花いっぱい運動」に係る

種子袋の配布

配布先：各公民館

　　　　　小中学校

　　　　　保育園　など

余白

余白

余白



取組状況.8

日本のひなた宮崎国スポ・

障スポパネル展

（宮崎県国スポ・障スポ局）

実施日：令和7年6月9日～23日

場所：中央公民館

日本のひなた宮崎国スポ・

障スポパネル展

日本のひなた宮崎国スポ・

障スポパネル展

余白

余白

余白



取組状況.9

モルフェス～in高千穂～

実施日：令和7年8月22日

場所：高千穂中学校

主催：高千穂中学生6人が企画

参加人数：約65名

参加チーム数：16チーム

参加者：小・中・高校生

モルフェス～in高千穂～

場所：高千穂中学校

高千穂町実行委員会後援

取組状況.10

国スポクリアファイル配布

配布先：町内小学校

対象学年：2年～6年

※1年生は県国スポ・障スポ局

より配布

余白

余白

余白



取組状況.11

日本のひなた宮崎国スポ・

障スポPRキャラバン

サルタフェスタ2025

ステージ出演

大会イメージソングでダンス披露

（町内ダンスグループダクトクルー参加）

実施日：令和7年8月31日

サルタフェスタ2025

国スポブースにて

国スポPR

（宮崎国スポ・障スポ局）

サルタフェスタ2025

場所：管理センター

木育ランド

～木で遊ぼう・モルックをしよう～

（町スポーツ推進員協力）

実施日：令和7年8月31日

余白

余白

余白



取組状況.12

ハートフル作品展

日本のひなた宮崎国スポ

彫りものプロジェクト作品展

場所：高千穂町武道館

ハートフル作品展

日本のひなた宮崎国スポ

彫りものプロジェクト作品展

場所：高千穂町武道館

取組状況.13

協賛

「国スポ特設ページ」にて

協賛のお知らせを掲載

余白

余白

余白



取組状況.14

岩戸小学校ふれあい学習会

実施日：令和7年11月22日

場所：岩戸小学校

国スポ・障スポについて

3年生・4年生を対象に授業を

実施するとともに

モルックの体験を行った。

取組状況.15

外国語科「国際理解」  

実施日：令和8年3月2日

場所：高千穂小学校

高千穂小学校6年生を対象に

外国（フィンランド）のスポーツモルック

についての説明を実施。

その後にモルックを体験。

取組状況.16

高千穂町民生児童委員

レクレーション（モルック体験）

実施日：令和7年11月12日

場所：管理センター

余白

余白

余白



取組状況.17

啓発装飾

場所：高千穂町武道館

取組状況.18

啓発活動

場所：高千穂町役場ロビー

取組状況.19

ポスター配布

町内の店舗や事業所に

国スポ開催の周知を目的とした

配布状況：令和8年4月14日時点

配布枚数：300枚

余白

余白

余白



取組状況.20

広報啓発活動（PR活動）

建国まつり　パレード参加

写真場所：高千穂神社前

令和8年2月11日

取組状況.21

剣道競技開催581日前記念　

高千穂町少年剣道錬成大会

（高千穂少年剣道クラブ主催　）

場所：高千穂町武道館

令和8年2月28日

取組状況.22

広報活動

電光掲示板を活用した周知

協力事業所：川辺印刷様

余白

余白

余白



取組状況.23

広報活動

電光掲示板を活用した周知

・県プロモーションビデオ

・町国スポPRスライド　　

協力事業者：

ホテルグレイトフル高千穂様

取組状況.24

広報活動

電光掲示板を活用した周知

・県プロモーションビデオ

・町国スポPRスライド　　

協力事業所：天岩戸直売所様

その他取組み

・テレビ高千穂において、プロモーションビデオの放映および文字放送を実施した。

・町広報誌を通じて国スポに関する情報の周知を図るとともに、

掲載枠を活用し、大会開催に向けたカウントダウン（国スポまで〇〇日）

記事を掲載した。

・天岩戸保育園　　国スポPRキャラバンの実施（宮崎国スポ・障スポ局）

・押方保育園　　　国スポPRキャラバンの実施（宮崎国スポ・障スポ局）

・押方保育園が「町民のつどい」に参加し、「ひなたのチカラ」ダンスを披露。

余白

余白



 

配布記念品について 

国スポに参加される選手、監督、大会役員等の来場者に配布する記念品です。 

 

R6年度佐賀県神埼市  

 

 

 

 

 

 

 

 

R7年度滋賀県湖南市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高千穂町では、先催県の事例等を参考にしながら、手作りのもの、記念として長

く残るものなどを考慮し、本町の二十歳の記念式典の記念品等でも採用している高

千穂焼五峰窯さんのフリーカップを配布記念品としてお渡ししたいと思います。 

 

 

 

 

 

      

尾崎人形 

尾崎人形は、佐賀県の神埼町尾崎西分地区で

700年以上ものあいだ、時代の流れの中で何度

か途絶えながらも復活・継承されてきた焼き物の

人形です。 

現在は「尾崎人形保存会」の手によって再興さ

れ、受け継がれています。 

下田焼マグカップ 

江戸時代中期（1750年頃）、下田地域（現：

湖南市）に住む村人が近隣の山で陶芸に適し

た土を発見したことから始まったとされる近

江下田焼。 

一度途絶えたが、湖南市などの要請もあり平

成 6年に再び窯に火が入り、再び藍色をした

呉須の色合いを復活させることができまし

た。 

報告事項４ 



開始式　少年女子16チームのみ

余白

余白

余白

プラカードを持った補助員の
前に随時並んでいく



表彰式

成年男子、総合一緒に

余白

余白

余白



準備状況

開閉会式同じ

余白

余白

余白



試合状況

余白

余白

余白



余白

余白

余白



会場（湖南市総合体育館）

正面横

余白

余白

余白



正面入り口

右側は関係者

左側は一般

輸送本部

喫煙所

余白

余白

余白



売店

余白

余白

余白

飲食物、キッチンカー、スポー
ツ用品など



ゴミステーション

休憩所

仮設トイレ

余白

余白

余白



弁当引換所

余白

余白

余白

選手監督受付、右側は仮設
調整場



ひな壇裏

通路

無料ドリンクコーナー

甲賀のお茶

マッチ

ポカリ

余白

余白

余白



控所

区画割り

競技会役員・来賓控室

余白

余白

余白



競技役員・来賓控室

インタビューコーナー

応援のぼり旗

余白

余白

余白



競技本部

競技本部

実施本部

余白

余白

余白



実施本部

実施本部

仮設エアコン

余白

余白

余白



対戦掲示モニター

対戦掲示モニター

次々回選手席

余白

余白

余白



5cm白テープ

7ｃｍライン消しテープ

救護席

第1試合場　対戦掲示モニター横

競技役員席

余白

余白

余白



映像ブース

放送席

ひな壇

タブレット配布

余白

余白

余白



受付

受付

受付

余白

余白

余白



甲西駅　のぼり旗

シャトルバス乗降所

シャトルバス

余白

余白

余白



競技補助員用バス

競技役員用バス

審判員、全剣連

駐車場

余白

余白

余白



駐車場

ADカード

弁当

余白

余白

余白



お茶

余白

余白

余白



副賞

メダル

会場MAP

余白

余白

余白



入り口看板

正面横　看板

余白

余白

余白



皇族到着前

余白

余白

余白



入口

余白

余白

余白



荷物検査等の後に配られた

ステッカー

皇室報道席

余白

余白

余白



国スポチャンネル

受付配布物

視察員プログラム冊子はなし

余白

余白

余白



日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会第２回総務企画専門委員会 結果概要 

 

１ 日時 

  令和８年３月３日（火）１３：３０~１４：４０ 

 

２ 場所 

  高千穂町役場４階 第４会議室 

 

３ 出席状況 

  本人出席３名 委任状２名 欠席１名 

 

４ 報告事項 

  （１）委員の変更について 

  （２）広報、気運醸成の取組の報告 

 （３）配布記念品について 

 （４）わた SHIGA輝く国スポ視察状況（滋賀県湖南市） 

 

５ 質問事項 

  ■斡旋弁当・支給弁当の違い→斡旋は選手、監督他に販売する弁当、支給は大会役員等

の大会関係者に無償で支給する弁当 

  ■佐賀（神崎市）実績２，０００個に対して滋賀（湖南市）の弁当約３，０００個まで

増えた理由は何か→滋賀では剣道連盟関係や協賛関係者に配布する予定だったが精査不

足で余りが多かった。 

  ■滋賀県、宮崎県の弁当単価→滋賀県は１，０８０円（税込み）、宮崎県は１，３５０

円（税込み）弁当調製施設は今後相談する。 

  ■のぼり旗について→R８年度に作成依頼予定。 

  ■花リレーについて→R８年度も花リレーの実証栽培を実施。花苗及び資材運搬時期は

９月上旬予定している。飾花の場所については市町村の意向で可（開催年は各競技会

場、沿道等を飾花予定） 

  ■学校観戦について→対象学年等については今後相談させていただく。 

  ■武道館から控所（管理センター）の動線について→武道館から管理センターまで仮設

通路を設置する。 

  ■協賛について→事業所を対象としている。品物によって金額がまちまちなので協賛い

ただける場合は相談させていただく。 

  ■お成りについて→滋賀県湖南市への第一報は R7.2頃。金属探知機はお成りの際のみ

設置する。 

報告事項６（１） 



  ■モルックについて→参加可能な年齢は、エンジョイ部が小学生以下または６５歳以上

の方、モルッキング部は年齢不問。5/30が雨天の場合で武道館の改修中のときは実施要

項にも記載しているが、ルール変更及び規模を縮小して弓道場で行う。 



日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会第２回競技式典専門委員会 結果概要 

 

１ 日時 

  令和８年３月４日（水）１３：３０~１４：３０ 

  １４：４０～１５：３０（事務局、県剣道連盟、中体連 リハ大会等打合せ） 

 

２ 場所 

  高千穂町役場４階 第４会議室 

 

３ 出席状況 

  本人出席７名 委任状２名 欠席１名 

 

４ 報告事項 

（１）委員の変更について 

（２）広報、気運醸成の取組の報告 

（３）配布記念品について 

（４）わた SHIGA 輝く国スポ視察状況（滋賀県湖南市） 

（５）競技実施要項 

（６）リハーサル大会実施要項 

（７）デモンストレーションスポーツ実施要項 

 

５ 質問事項 

■国スポ本大会の記念品については、フリーカップ1点のみとする予定か。配布資料の

写真には3点掲載されているがどうなのか。→記念品は三種類のカラーがあり、混ぜて

配布する予定である。参加者には一人につき一個を配布する。 

■ネックストラップは本大会までそのまま使用するのか→本大会でも使用する。 

調整会場は別につくるのか→別途仮設で調整会場を設営すると3,000万～5,000万円かか

るため、弓道場を使用することとする。 

■会場設営の進捗状況→諸室の割り振りおよび椅子や机などの備品については、実施設

計が終わっており、すでに把握している。 

■町内において国スポのポスター配布を行うとのことであるが、宮崎県内における広報

活動についてはどのように実施する予定なのか。また、子ども及び一般の剣道大会の開

催時に国スポのチラシを配布することや、大会会場へのポスター掲示を行う予定はない

のか。大会会場には多くの来場者が見込まれることから、広報活動として効果的である

と考えられる。 

報告事項６（２） 



→現在のポスターは町内向けのため新たに作成するか検討する。川辺印刷に見積依頼予

定。 

■高千穂町武道館の改修について→リハ大会終了後に空調、照明、トイレ改修を行う。

ライン消しテープの種類等の検討（床の色により近い物）、バレーの支柱の金具部分を

選手の安全確保のため合板により養生の検討（設営業者に確認する） 

■九州ブロック大会の際にラインテープがはがれたため、対策が必要である 

■西臼杵剣道連盟として、リハーサル大会においてどの範囲まで協力・支援を行うべき

か→駐車場係、受付等をお願いしたい。県剣道連盟で人数を精査し依頼する。 

■リハーサル大会での西臼杵剣道連盟の役割について→受付、駐車場、接待の役割をお

願いしたい。 

■役場職員も協力はできるのか→協力できる。 

■接待（来賓対応）については、女性を中心とした対応をお願いしたい。 

■リハーサル大会での挨拶について→知事、町長、九州剣道連盟会長の3名程度が妥当

ではないかと考えられる。なお、宮崎県剣道連盟会長には、懇親会において挨拶をお願

いすることとしたい。 

■リハーサル大会においてのトランシーバーの使用について国スポ本大会に向けた練習

を兼ねて使用することを希望する。→準備する。 

■リハーサル大会において、10人制の結果を掲示する対戦ボードの準備については、ど

のように対応すればよいか→武道館の倉庫に10人制でも対応できるホワイトボードが保

管されているため、現物を確認する必要あり。マグネットの判定掲示物については高千

穂高校に保管されているので数の確認が必要。 

■リハーサル大会のラインを消す箇所ついて→試合会場である部分のみライン消しテー

プを使用する。本大会のライン消去作業は、設営業者が行う予定である。なお、試合場

づくりは、競技、式典担当である中体連が行う。 

■運営会議において、年間の日程を教えていただきたい。学校教員の出張予定に影響す

るためである。→今月中には確認して共有する。 

■次回選手の待機場所の変更→図面は修正しない。実際の設営で修正する。 

■青森国スポの視察については、式典係は前々日および前日の準備手順を確認する必要

があるため、可能であればその時期に視察を実施したい。→（宮崎県剣道連盟）前年の

滋賀国スポにおいて視察を行っているため、中体連の視察は現在考えていない。ただ

し、県から補助が出ることから、必要に応じて検討する。→中体連で式典・競技を進行

していただくため、責任者クラスの視察は必要と思う。県剣道連盟で検討をお願いす



る。 

■リハーサル大会の実施要項および申込用紙については、来週各県へ送付する予定であ

る。 



日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会第２回宿泊衛生専門委員会 結果概要 

 

１ 日時 

  令和８年３月５日（木）１３：３０~１４：２０ 

 

２ 場所 

  高千穂町役場４階 第４会議室 

 

３ 出席状況 

  本人出席８名 欠席１名 

 

４ 報告事項 

（１）委員の変更について 

（２）広報、気運醸成の取組の報告 

（３）配布記念品について 

（４）わた SHIGA 輝く国スポ視察状況（滋賀県湖南市） 

 

５ 審議事項 

（１）【第１号議案】大会弁当調達要項（案） 承認 

（２）【第２号議案】大会弁当調達業務実施要領（案） 承認 

（３）【第３号議案】弁当調製施設選考基準（案） 承認 

（４）【第４号議案】防疫対策要項（案） 承認 

（５）【第５号議案】食品衛生対策要項（案） 承認 

（６）【第６号議案】食品衛生対策要領（案） 承認 

 

６ 質問事項 

■売店等設置運営要項について、当該議案に含まれていないがその取扱いについてどの

ようになっているのか→売店設置運営要項については、県において作成され、令和8年

12月に県の専門委員会に諮られ決定されたものを、町においても県に準ずる形で使用す

る。 

■リハーサル大会及び国スポ本大会における看護師の派遣人数等の体制はどのようにな

っているのか。看護協会からの依頼により、現在までに3名が研修を受けている。ま

た、一般の救護所の設置は必要ないのか。観覧者のけが等への対応も想定されるため。 

→R7.6に医療従事者の必要数についての調査があり、その結果を県が医師会等に報告す

るということになっているがその後は不明なので確認する。今のところ一般観覧者の救

護所は設置しないが人数等について再度検討する。 

報告事項６（３） 



日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会第２回輸送警備専門委員会 結果概要 

 

１ 日時 

  令和８年３月６日（金）１３：３０~１３：５０ 

 

２ 場所 

  高千穂町役場４階 第４会議室 

 

３ 出席状況 

  本人出席３名 代理出席１名 

 

４ 報告事項 

  （１）委員の変更について 

（２）広報、気運醸成の取組の報告 

（３）配布記念品について 

（４）わた SHIGA輝く国スポ視察状況（滋賀県湖南市） 

 

５ 質問事項 

  特になし 

 

報告事項６（４） 



 

 

 

   日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会会則の一部改正について 

 

 日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会会則の一部を次のとおり改正し

たいので、日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会会則第 11条第 4項第 2

号の規定に基づき、総会の議決を求める。 

 

新旧対照表 

改正前 改正後 

 

（役員の選任） 

第６条 会長は、高千穂町長をもって充てる。 

２ 副会長は、会長を除く設立発起人とする。 

３ 監事は、総会の承認を得て会長が委嘱す

る。 

 

 

（役員の選任） 

第６条 会長は、高千穂町長をもって充てる。 

２ 副会長は、会長を除く設立発起人及び宮崎

県剣道連盟会長とする。 

３ 監事は、総会の承認を得て会長が委嘱す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１号議案 



日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会会則 

     

第 1章 総則 

 （名称） 

第１条 この会は、日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会（以下「実行委員会」

という。）と称する。 

 （目的） 

第２条 実行委員会は、第８１回国民スポーツ大会（以下「大会」という。）を開催す

るために必要な準備、業務を行うことを目的とする。 

 （事業） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

(1) 大会開催に必要な方針及び計画の策定に関すること。 

(2) 大会における実施競技及び競技会場に関すること。 

(3) 競技施設及び関連施設に関すること。 

(4) 大会開催及び準備のための経費に関すること。 

(5) 関係行政機関及び関係団体との連絡調整に関すること。 

(6) その他実行委員会の目的達成に必要な事業に関すること。 

 

第２章 組織 

 （構成） 

第４条 実行委員会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。 

(1) 町の代表者及び役職員 

(2) 町議会を代表する者 

(3) 関係競技団体、関係行政機関、並びに関係団体の代表者及び役職員 

(4) 学識経験を有する者 

(5) その他大会の開催準備に関係のある団体の代表者等 

 （役員） 

第５条 実行委員会に、次の役員を置く。 

 (1)会長 

 (2)副会長 

 (3)委員 

 (4)監事 

 （役員の選任） 

第６条 会長は、高千穂町長をもって充てる。 

２ 副会長は、会長を除く設立発起人及び宮崎県剣道連盟会長とする。 

３ 監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。 

R6.11.25 設立総会承認 



 （役員の職務） 

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名した副会

長が、その職務を代理する。 

３ 監事は、実行委員会の財務を監査する。 

 （任期等） 

第８条 委員及び役員（以下「委員等」という。）の任期は、委嘱されたときから実行

委員会の目的が達成されたときまでとする。ただし、委員等が就任時におけるそれぞ

れの所属機関又は団体等の役職を離れた場合は、その委員等は、辞任したものとみな

し、その後任者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、委員等に特別な事情が生じたときは、その職を解き、必要に応じて補充す

ることができる。 

３ 会長は、前２項の規定により委員等の変更があった場合は、次の総会において報告

する。 

４ 委員等の報償費は 5,000円とする。また別途費用弁償を支給する。 

 （顧問及び参与） 

第９条 実行委員会に顧問及び参与を置くことができる。 

２ 顧問及び参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会務の重要な事項について、会長の諮問に応じ助言を行う。 

４ 参与は、会長が必要と認める事項について、助言する。 

５ 顧問及び参与の任期等は、前条の規定を準用する。 

 

第３章 会議 

 （会議の種類） 

第１０条 実行委員会に、次の会議を置く。 

(1) 総会 

(2) 専門委員会 

 （総会） 

第１１条 総会は、会長及び委員をもって構成する。 

２ 総会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に行う総会は、教育委員会が

招集する。 

３ 総会の議長は、会長又は会長が指名した者がこれにあたる。 

４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

(1) 高千穂町での開催の基本方針に関すること。 

(2) 会則の制定及び改廃に関すること。 

(3) 事業計画及び事業報告に関すること。 

(4) 予算及び決算に関すること。 

(5)専門委員会に委任する事項に関すること。 



(6)その他重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。ただし、

総会に出席できない委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委

任し、又は書面で議決に加わることができる。 

６ 総会の議事は、出席委員（代理人に権限を委任し、又は書面で議決に加わった者を

含む。）の過半数で決し、可否同数のときは，議長の決するところによる。 

 （専門委員会） 

第１２条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、実行委員会から付託された事項について調査審議し、その結果を実

行委員会に報告し、承認を得なければならない。 

３ 専門委員会は、実行委員会から委任された事項について審議決定し、その結果を実

行委員会に報告する。 

４ 第８条の規定は、専門委員の任期について準用する。 

５ 前各項に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、実行委員会に諮り、

会長が別に定める。 

 

  第４章 会長の専決処分 

 （会長の専決処分） 

第１３条 会長は、総会及び実行委員会（以下「総会等」という。）を招集する時間的

余裕がないことが明らかであると認めるとき、又は総会等の権限に属する事項で軽易

なものについては、これを専決処分することができる。 

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等において報告し、

その承認を求めなければならない。 

 

第５章 事務局 

 （事務局） 

第１４条 実行委員会の事務を処理するため、高千穂町教育委員会に事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

  第６章 会計 

 （経費） 

第１５条 実行委員会の経費は、負担金及びその他の収入をもって充てる。 

 （予算及び決算） 

第１６条 実行委員会の収支予算は、総会の議決により定め、収支決算は、監事の監査

を経て、総会の承認を得なければならない。 

 

 （会計年度） 

第１７条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

２ 実行委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 



 

  第７章 補則 

 （委任） 

第１８条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長

が別に定める。 

 

    附 則 

１ この会則は、令和６年１１月２５日から施行する。 

２ 実行委員会の設立当初の会計年度は、第１７条の規定にかかわらず、この会則の施

行の日から令和７年３月３１日までとする。 

３ この会則は、令和８年４月３０日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会 
令和７年度補正予算（第２号）収支予算書 
（専決処分をした日：令和７年５月９日） 

 
令和７年度日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会予算について、日本
のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会会則第１３条第１項の規定により、専
決処分したので、同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

１ 収入                          単位：千円 

科目 補正前の額 補正額 補正後予算額 備考 

負担金 2,500 0 2,500 高千穂町負担金 

寄付金 1 500 501 企業等寄付金 

諸収入 4 0 4 利子等 

繰越金 0 0 0  

合計 2,505 500 3,005  

 

２ 支出                          単位：千円 

科目 補正前の額 補正額 補正後予算額 備考 

総

務

費 

会議費 30 0 30 
総会、専門委員会開催

費 

事務局費 590 0 590 

担当者会議旅費、ETC使

用料、カラー複合機リ

ース料、使用料 

開

催

推

進

費 

調査費 345 0 345 
西日本各県対抗剣道大

会、滋賀国スポ視察 

競技運営

総務費 
1,507 0 1,507 

会場等実施設計業務委

託料 

広報啓発

費 
33 500 533 

ノベルティグッズ作成

費用等 

合計 2,505 500 3,005  

 

第 2号議案 



日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会 

令和８年度当初（暫定）収支予算書 

（専決処分をした日：令和８年４月１日） 

 

令和８年度日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会予算について、日本のひ

なた宮崎国スポ高千穂町実行委員会会則第１３条第１項の規定により、専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告し、承認を求める。 

 

  

1 収入                              単位：千円 

科 目 予算額 備 考 

 負担金 136 高千穂町負担金 

 諸収入 0  

繰越金 502  

合 計 638  

 

2 支出                              単位：千円 

科 目 予算額 備 考 

総務費 会議費 0  

事務局費 332 

カラー複合機リース料、使用料 

318千円 

市町村担当者会議旅費 9千円 

ETC使用料 5千円 

開催推進費 調査費 0  

広報啓発費 146 
リハ大会、本大会ポスター、チ

ラシ作成費用 

競技会運営費 リハーサル大会

運営費 
160 

リハーサル大会競技用消耗品費 

160千円 

本大会準備費 0  

合 計 638  

令和８年４月１日から総会開催までに必要な経費を計上 

 

 

 

第３号議案 



年 月 日

7 4 22 日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会第2回総会（役場大会議室）

7 5 7
日本のひなた宮崎国スポ・障スポ大会イメージソングダンス出前授業（宮崎県国
スポ・障スポ局）（高千穂中学校）

7 6 6 町内各小中学校へモルックを寄贈（15セット）

7 6 9 一般社団法人高千穂町観光協会様への寄附金感謝状贈呈式（町長室）

7 6 9～23
日本のひなた宮崎国スポ・障スポパネル展（宮崎県国スポ・障スポ局）（中央公
民館）

7 6 15 第75回西日本各県対抗剣道大会視察（佐賀市）

7 7 10
日本のひなた宮崎国スポ・障スポ「花いっぱい運動」に係る種子袋の配布（宮崎
県国スポ・障スポ局）（各公民館、小中学校など）

7 7 18
日本のひなた宮崎国スポ・障スポに係る宿泊施設説明会（宮崎県国スポ・障スポ
局）（高千穂町コミュニティーセンター）

7 7 28 日本のひなた宮崎　国スポ・障スポ実行委員会第2回総会（宮崎市）

7 8 22 モルフェス～in高千穂～（高千穂中学校）

7 8 26 国スポクリアファイルを小学生に配布

7 8 31
サルタフェスタ
日本のひなた宮崎 国スポ・障スポＰＲキャラバン（宮崎県国スポ・障スポ局）
木育ランド　～木で遊ぼう・モルックしよう～　（教育委員会）

7
9

10
28～

1
第79回国民スポーツ大会（滋賀国スポ）視察（滋賀県湖南市）

7 11 12 高千穂町民生児童委員レクリエーション（モルック体験）

7 11 22 岩戸小学校ふれあい学習会　「国スポ・障スポについて知り、盛り上げよう！」

7 11 22～24
日本のひなた宮崎国スポ彫りものプロジェクト完成作品展示（ハートフル作品
展）

7 12 8 第81回国民スポーツ大会剣道競技運営会議（第1回）（宮崎市）

7 12 17～19 事業概要説明会（滋賀県湖南市）

8 2 5 第81回国民スポーツ大会剣道競技運営会議（第2回）（宮崎市）

8 2 10 行幸啓における県北地域へのご視察の要望活動（宮崎市）

8 2 28
剣道競技開催581日前記念　第1回高千穂町少年剣道錬成大会（高千穂少年剣道
クラブ主催　高千穂町武道館）

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会
令和7年度事業報告

年月日
活動内容

第４号議案



8 3 2 高千穂小学校6年生　外国語科授業「国際理解」　モルック体験

8 3 3 第2回総務企画専門委員会

8 3 4 第2回競技式典専門委員会

8 3 5 第2回宿泊衛生専門委員会

8 3 6 第2回輸送警備専門委員会

デモンストレーションスポーツ及び剣道競技会開催に向け、競技団体、中体連、宮崎県等の関係者と
の連絡・調整を継続して実施。各担当者会議等に出席。



日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会 令和7年度収支決算書 

  

1 収入                                                  単位：円 

科 目 予算額(A) 決算額(B) 比較(B)-(A) 備 考 

負担金 2,500,000 2,500,000 0 高千穂町負担金 

寄付金 1,000 500,000 499,000 高千穂町観光協会様より 

諸収入 4,000 2,816 ▲1,184 預金利息 

繰越金 0 0 0  

合 計 2,505,000 3,002,816 497,816  

 

2 支出                                                       単位：円 

科 目 予算額(A) 補正額(B) 流用額(C) 
予算現額(D) 

(A)+(B)+(C) 
決算額(E) 比較(D)-(E) 備 考 

総

務

費 

会議費 ０ 30,000  30,000 6,232 23,768 剣道競技運営会議開催費用 

事務局費 318,000 272,000  590,000 451,332 138,668 
事務局消耗品、担当者会議旅費、複合機リー

ス料等 

開
催
推
進
費 

調査費 ０ 345,000 114,000 459,000 456,356 2,644 湖南市剣道競技会視察、事業概要説明会旅費 

競技運営総務費 1,507,000 0 ▲124,000 1,383,000 1,045,000 338,000 会場等設計委託業務 

広報啓発費 ０ 533,000 10,000 543,000 542,126 874 モルック購入、ノベルティグッズ購入費用等 

合 計 1,825,000 1,180,000 0 3,005,000 2,501,046 503,954  

 

【収入額】3,002,816円－【支出額】2,501,046円＝501,770円（令和8年度への繰越額） 

第５号議案 



（参考） 

町一般会計支出済額（4/30現在）                         単位：円 

社会体育推進事業費 

科目 金額 備考 

人件費 2,897,114 報酬、保険料他 

報償費 135,000 総会、専門委員会開催分 

費用弁償 52,480 総会、専門委員会開催分 

負担金 2,500,000 実行委員会への負担金 

合 計 5,584,594  

 



 

 

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会 

令和８年度事業計画（案） 

 

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会の令和８年度事業計画は、次の

とおりとする。 

 

 

１ 会議の開催 

  （１）総会 

  （２）専門委員会 

  （３）剣道競技運営会議 

 

２ 開催準備業務の推進 

（１）競技会の開催準備に係る事項の推進 

（２）第７６回西日本各県対抗剣道大会日本のひなた宮崎国スポ剣道競技

リハーサル大会開催 

 

３ 関係機関及び競技団体との連絡調整 

  （１）宮崎県実行委員会との連絡調整 

  （２）競技団体との連絡調整 

 

４ 先催地の開催準備に係る調査・研究 

（１）青の煌めきあおもり国スポ剣道競技会視察（青森県七戸町） 

  （２）先催地準備状況等の情報収集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６号議案 



 

 

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会 

令和８年度補正予算（第１号）（案） 

 

１ 収入                          単位：千円 

科目 当初予算（暫定） 補正額 補正後予算額 備考 

負担金 136 14,864 15,000 高千穂町負担金 

寄付金 0 1 1 企業等寄付金 

諸収入 0 10 10 利子等 

繰越金 502 0 502  

合計 638 14,875 15,513  

 

２ 支出                          単位：千円 

科目 当初予算(暫定) 補正額 補正後予算額 備考 

総

務

費 

会議費 0 50 50 
総会、専門委員会、運営

会議開催費用 

事務局費 332 581 913 

担当者会議旅費、ETC使

用料、カラー複合機リ

ース料、使用料 

開

催

推

進

費 

調査費 0 1,637 1,637 
青森国スポ視察 

七戸町事業概要説明会 

広報啓発

費 
146 1,934 2,080 

都道府県応援のぼり旗

作成、ノベルティグッ

ズ作成費用他 

競

技

会

運

営

費 

リハーサ

ル大会運

営費 

160 4,767 4,927 

第 76回西日本各県対抗

剣道大会日本のひなた

宮崎国スポ剣道競技リ

ハーサル大会開催費用 

本大会準

備費 
0 5,906 5,906 

輸送計画策定業務委託

料、配布記念品制作費

用 

合計 638 14,875 15,513  

 

 

 

第７号議案 



３ 債務負担行為                      単位：千円 

科目 期間 限度額 説明 

競技会運営費 

本大会準備費 

自 令和 8年度 

～ 

至 令和 9年度 

2,360 
配布記念品（五峰窯フリ

ーカップ）制作費用 

 

（参考） 

町一般会計予算額                      単位：千円 

社会体育推進事業費 

科目 予算額 備考 

人件費 6,631 報酬、保険料他 

報償費 210 総会、専門委員会開催分 

費用弁償 87 総会、専門委員会開催分 

負担金 15,000 実行委員会への負担金 

合計 21,928  

 



参考 
〇宿泊衛生専門委員会承認 

（１）大会弁当調達要項 

（２）大会弁当調達業務実施要領 

（３）弁当調製施設選考基準 

（４）防疫対策要項 

（５）食品衛生対策要項 

（６）食品衛生対策要領 

○その他 

（１）第８１回国民スポーツ大会高千穂町開催推進総合計画 



第８１回国民スポーツ大会高千穂町弁当調達要項 

 

１ 趣旨 

高千穂町で開催する第８１回国民スポーツ大会「日本のひなた宮崎国スポ」

に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者（以下「大会

参加者」という。）へ提供する弁当の調達に関して、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会（以下「実行委員会」とい

う。）は、関係機関等の協力を得て、大会参加者の弁当調達業務を実施する。 

 

３ 弁当の調達 

弁当の調達については、実行委員会があらかじめ必要数を把握し、計画的に

発注・提供を行う。 

 

４ 弁当の種類、対象及び取扱期間 

（１）斡旋弁当 

斡旋弁当は、選手・監督、視察員及び報道員等（以下「選手・監督等」とい

う。）のうち、希望者に対し弁当料金を徴収して提供する弁当とし、取扱期間

は、原則として競技会の開催期間とする。 

（２）支給弁当 

支給弁当は、大会役員、競技役員、競技補助員、競技会補助員、競技会係

員、競技会補助員等（以下「役員等」という。）に対し、実行委員会が無償で

提供する弁当とし、取扱期間は、大会業務に従事する期間とする。 

 

５ 弁当の申込み、発注及び清算 

斡旋又は支給を行う弁当の申込み、発注及び代金の清算については、実行委

員会が別に定める方法により行うものとする。 

 

６ 弁当調製施設の指定 

（１）実行委員会は、弁当調整を希望する業者から「弁当調達業務申込書（様

式第１号）」及び「第８１回国民スポーツ大会高千穂町弁当調製施設調査

票（様式第２号）」を提出いただき、別に定める基準に基づいて弁当調製

施設の選考・指定を行う。 

（２）実行委員会は、前項の規定により弁当調製施設を指定するときは、「弁

当調製施設指定書（様式第３号）」を交付する。 

R8.3.5 第 2回宿泊衛生専門委員会承認 



（３）実行委員会は、指定した弁当調製施設の中から契約を行う相手を決定す

る。 

 

７ 弁当調製施設の取り消し 

実行委員会は、指定弁当調製施設が次のいずれかに該当するときは、「弁当

調製施設指定取消書（様式第４号）」を交付し、その指定を取り消すことがで

きる。 

（１）食品衛生法その他関係法令に基づく許可の取り消し、営業の全部又は一

部の禁止若しくは期間を定めての停止処分を受けたとき。 

（２）食品衛生法その他関係法令に基づく改善命令及び指導に速やかに従わな

いとき。 

（３）弁当調製施設の業務を無断で第三者に委託したとき。 

（４）その他、実行委員会が不適当と認めたとき。 

 

８ 弁当引換所の設置及び運営 

競技会場に弁当引換所を設置し、保健所等の関係機関の指導に基づき、衛生

上に配慮した適正な運営を行うものとする。 

 

９ 弁当調達業務の委託 

実行委員会は、弁当調達業務の全部または一部を関係団体等に委託すること

ができるものとする。 

 

10 対応能力 

（１）実行委員会が開催する食品衛生講習会を受講すること 

（２）実行委員会が指定する時刻・場所に適切な温度管理（10℃以下） がで

きる冷蔵車等を利用して、衛生的な運搬ができること。また、配布終了ま

で会場内に待機し、同様に適切な温度管理（10℃以下）、衛生管理を行え

ること。 

 

11 その他 

（１）この要項に定めるもののほか、弁当調達業務に関して必要な事項は別に

定める。 

（２）競技別リハーサル大会における弁当調達業務についても、必要に応じ

て、この要項を準用する。 

附 則 

この要項は、令和８年３月５日から施行する。 



様式第１号 

 

弁当調達業務申込書 

 

 

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町開催競技における弁当の調製及び配達業務

を請け負うことを希望します。 

高千穂町弁当調製施設選定基準に従うことを誓約いたします。 

現在までの行政処分状況等について、実行委員会が関係機関に問い合わせる

ことを承諾します。 

 

年 月 日 

 

 

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会 

会長        様 

 

 

 

所在地 〒 

 

氏 名(法人にあっては名称及び代表者氏名) 

            

                                 印 

 

 

 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

緊急連絡先 

(担当者名) 

 

【添付書類】 

・弁当調製施設調査票(様式第２号) 

・営業許可証の写し 

・HACCPの考え方を取り入れた衛生管理計画等 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２号
 

 

令和　　年　　月　　日       

ふりがな

施設名 　

ふりがな

代表者名

〒       －

      （電話：　　　　 　　　　　　 ）

      （FAX：　　　　　　　　　　　 ）

      （ﾒｰﾙ ：　　　　　　　　　　　）

4 主な業務内容　 □ 弁当 □ 仕出し 仕出し □ 一般食堂 □ その他（ 　　 ）

5 調理従事者数 （　　　 ）人

6 調製可能数 １日あたり最大（　　　 ）個       通常（　　　 ）個

7 使用水の種類 □ 水道 □ 井戸 □ その他（　　　 ）

8 １日あたりの提供可能食数 平日（　　 ）食 　土曜日（　　 ）食　 日曜日（　　 ）食

9 サンプル提供 □ 可  □ 不可  □ その他（ ）

10 弁当付属品 □ 割り箸 □ 爪楊枝 □ お手拭 □ お茶  □持ち運び用ビニール袋

11 献立内容への対応 □ 可  □ 不可

□ 当日の午前零時以降に製造可

□ 当日の午前零時以降に製造不可

13 弁当の納入　 □ 午前 10時50分に納入可 　　□ 午前 10 時50分に納入不可

14 メニュー日替わり可能数 （      ）日以上 ）日以上 ※同一競技での最大開催期間は5日

15 弁当の調製 □ 単一の施設で調製　　□ 複数の施設で調製

16 発注時間の期限 前日午後６時までの最終個数確定対応 □ 可 □ 不可

17 冷蔵車等による配達 □ 可 □ 不可 □ その他（　　　）

18 配達可能数　 （ 　　　）個

19 弁当の表示　 原材料名、消費期限製造者等 … □ 可 □ 不可

自社所有 … □ 有（   t 台、   t 台） □ 無

　　車種 ： □ 冷凍車  □ 冷蔵車 □  保冷車 □ その他

レンタル … □ 有（   t 台、   t 台） □ 不可

　　車種 ： □ 冷凍車  □ 冷蔵車 □  保冷車 □ その他

※レンタル会社名（　　　　）

21 冷蔵車等の待機　 □ 可  □ 不可  □ その他(　　　　）

22 弁当ガラ(残飯含)当日回収　 □ 可  □ 不可

23 食品賠償保険等の加入　 □ 加入 □ 未加入

24 調理・配送従事者の検便　 □ 実施している（ 　　に一度 ） □ 実施していない 

25 検査食（保存食）　 □ 実施している（ 　  に一度）  □  実施可能 □ その他 

26 食中毒発生事故歴　 □ 過去３年間にない   □ 過去３年間にある

※調製可能最大数が１回 300 食を超える場合のみ□実践可

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　□実践不可

28 ＨＡＣＣＰ　 □ 実施している  □ 実施していない
　

冷蔵車等の所有台数

※ご提出いただいた内容は、高千穂町開催競技の弁当調製業務以外では使用しません。

※本書の提出をもって、高千穂町弁当調製施設として選定するものではありません。

１

施

設

概

要

連絡者

名

2

国

ス

ポ

へ

の

提

供

大量調理施設衛生管理マニュ

アル
27

３

そ

の

他

12 弁当の製造

20

弁当調製施設調査票

1

2

所在地3

（電話：　　　　 ）

□実践可  □実践不可 



様式第３号 

 

 

弁当調製施設指定書 

 

 

年  月  日 

 

 

様 

 

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会 

会長 

 

 

第８１回国民スポーツ大会高千穂町開催競技における、弁当調製施設として

下記のとおり指定します。 

 

 

記 

 

施設名 
 

所在地 
 

代表者名 

 

大会名 

 

適用期間 

 

 



様式第４号 

 

 

弁当調製施設指定取消書 

 

 

年  月  日 

 

 

様 

 

 

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会 

会長 

 

第８１回国民スポーツ大会高千穂町開催競技における弁当調製施設の指定

を、下記事由により取り消します。 

 

記 

 

指定取消事由 
第８１回国民スポーツ大会高千穂町弁当調達要項第７の

規定に該当するため。 

 



日本のひなた宮崎 国スポ 高千穂町弁当調達業務実施要領 

 

１ 趣旨 

  この実施要領は、日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ弁当調達要項に基づき、日本のひ

なた宮崎 国スポ高千穂町競技会に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその

他の関係者に提供する昼食弁当の調達業務に関して、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 実施業務 

  日本のひなた宮崎 国スポ高千穂町実行委員会の弁当調達業務については、日本のひな

た宮崎 国スポ・障スポ弁当調達業務実施要領 以下「県要要領 という。）に準拠して実施

し、要要領中の 県日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ実行委員会 は県日本のひなた宮崎

国スポ高千穂町実行委員会 と読み替えるものとする。なお、実施区分は国スポ要内競技

会とし、弁当調製施設の選定及び選定の取消しに係る他会場地市町村に対する情報提供

は規定外とする。 

 

３ その他 

  この要領に定めるもののほか、弁当調達業務の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

 

附則 

この要領は、令和８年３月５日から施行する。 
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日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ 弁当調達業務実施要領（案） 

 
１ 趣旨 

  この実施要領は、日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ弁当調達要項に基づき、日本のひ

なた宮崎 国スポ総合開・閉会式、県外競技会並びに日本のひなた宮崎 障スポ開・閉会式

及び競技会に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他の関係者（以下「両

大会参加者」という。）に提供する昼食弁当（以下「弁当」という。）の調達業務に関して、

必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 実施業務 

  日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ実行委員会（以下「県」という。）は次の弁当調達業 

務を実施する。 

 

（１）弁当調製施設の選定 

   宮崎県福祉保健部衛生管理課（以下「衛生管理課」という。）及び関係する保健所等 

の協力を得て、衛生管理上適切な弁当調製施設を選定する。なお、弁当調製施設選定に 

かかる詳細な基準については、３ 弁当調製施設の選定基準に準ずることとする。 

（２）選定した弁当調製施設の報告 

① 選定した弁当調製施設は「日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ弁当調製施設名簿」 

（様式第１号。以下「弁当調製施設名簿」という。）により、令和８年９月末日まで 

に衛生管理課又は宮崎市保健所へ報告する。なお、県は自ら選定した弁当調製施設 

について日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ会場地市町村実行委員会（以下「会場地 

市町村」という。）に情報提供する。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

② 上記①の報告後に、追加して弁当調製施設を選定した場合、速やかに追加分の弁当 

調製施設名簿を①と同様に提出する。 

③ 衛生管理課は、県から提出された弁当調製施設名簿に、県外に所在する弁当調製施 

設がある場合は、当該施設所在地を所管する関係自治体に対し、監視指導の実施及び 

結果の報告を依頼する。   

（３）弁当調製施設の選定の取消し 

①  （１）により選定した弁当調製施設が次の各号のいずれかに該当するときは、弁当 

調製施設の選定を取り消すことができる。 

   ア 食品衛生関係法令に基づく施設の改善命令及び指導に従わないとき。 

   イ 食品衛生関係法令に基づく施設の許可の取消し、営業の全部又は一部の禁止、 

    若しくは期間を定めての営業の停止処分を受けたとき。 

   ウ 県の許可なく本業務の一部又は全部を第三者に再委託したとき。 

   エ その他県が不適当と認めたとき。 

② ①により、県が選定を取り消したときは、速やかに衛生管理課に報告する。併せて 

会場地市町村に情報提供を行う。 

③ 衛生管理課は、県が選定の取消しを報告した弁当調製施設が県外に所在する場合は、 

その旨を関係自治体に通知する。 

（４）弁当の申込み及び発注 

  ① 両大会参加者からの申込みを受け付けた斡旋弁当 （両大会参加者から弁当料金を徴 

収して提供する弁当をいう。）及び支給弁当（県又は会場地市町村が弁当料金を負 

担して提供する弁当をいう。）の個数を取りまとめ、選定した弁当調製施設へ発注す 



る。 

  ② 申込み受付後の変更及び取消しは、原則として認めないこととする。 

  ③ 発注にあたっては、当該弁当調製施設の調製能力を超えることのないよう留意する。 

（５）弁当の調製、運搬等 

   次に掲げる事項を弁当調製施設に遵守させるものとする。 

  ① 調製、包装等にあたっては、衛生管理を徹底すること。 

  ② 県が指定する項目を容器等に表示すること。 

  ③ 県が示した方法で指定する日時及び場所に納入すること。 

（６）弁当引換所の設置、弁当の保管 

   弁当引換所の設置及び弁当の保管等の弁当引換業務にあたっては、保健所の指導の下、 

衛生上の安全を確保する。 

（７）弁当代金の精算 

   弁当を納入した弁当調製施設に対して、両大会終了後に精算する。 

 

３ 弁当調製施設の選定基準 

  弁当調製施設は、下記の基準を満たす施設の中から選定する。 

 

（１）法令遵守 

   食品衛生法に基づく営業許可を受けており、食品衛生関係法令並びに大量調理施設衛 

生管理マニュアル等各弁当調製施設の実態に応じた法令及び規則等を遵守しているこ 

と。 

（２）立地条件 

   弁当調製施設の所在地は各会場まで概ね２時間以内であり、原則として宮崎県内に所 

在していること。ただし、宮崎県内の弁当調製施設だけで必要な食数が確保できない場 

合は、宮崎県外に所在する弁当調製施設も対象とする。 

（３）衛生管理体制 

① 過去３年間に、食中毒発生等により食品衛生法に基づく営業停止の処分を受けて 

いないこと。ただし、保健所の監視指導を受けて問題がないことが確認できた場合は 

この限りではない。 

② 提供食数にかかわらず、検食は調理済み食品を食品ごとに 50ｇ程度ずつ清潔な容 

器 （ビニール袋等）に入れ、密封し、－20℃以下で 2週間以上保存すること。同一の 

食品を 1回 300 食以上又は 1日 750 食以上を提供する場合は、前記の規定による保 

存のほかに、当該食品の原材料ごとに前記と同様の工程で保存を行うこと。なお、 

原材料は、特に、洗浄・殺菌等を行わず、購入した状態で保存すること。 

③ 提供食数にかかわらず、調理従事者（食品に直接接触する作業に従事する者。以 

下同じ。）は、可能な限り、概ね両大会開催前 1か月の間に検便を実施するよう努め 

ること。なお、検査項目は、赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌（Ο157 等）、 

ノロウイルスとすること。 

④ 死亡後遺障害補償額が、1事故１億円円以上の食品賠償保険等に加入しているこ 

と、若しくは両大会開催期間中加入できること。 

（４）弁当調製能力 

① 調製能力が、1 日当たり 100 食以上であること。 

② 第三者に委託することなく、弁当の調製が可能であること。ただし、事前に県の許 

可がある場合はこの限りではない。 



③ 申出のあった提供可能数が、調製施設の規模、従事者数に見合ったものであること。 

 

（５）対応能力 

① 県が定める弁当料金による調製が可能であること。 

② 県が指定する容器、包装紙等を使用できること。 

③ 県が定める食材及び献立内容で調製できること。 

④ 弁当容器に以下の項目をラベルシート等で表示ができること。 

  ア 弁当の名称 

  イ 原材料名（アレルゲン、遺伝子組み換え、原料米の産地等の表示を含む。) 

  ウ 食品添加物 

  エ 消費期限（時刻まで表示） 

  オ 保存方法 

  カ 製造所所在地・製造者名 

  キ その他食品表示法等関係法令により規定される表示 

  ク 提供後速やかに食べてもらう注意喚起表示 

  ケ 持ち帰りを禁止する表示 

  コ その他県が指定する表示 

⑤ 弁当の付属品として、飲料、割り箸、お手拭き及び持ち運び用の袋等県が指定する 

物品を提供できること。 

⑥ 弁当の内容について、お品書き等の添付が可能であること。 

⑦ 通気性が良く、かつ搬送が容易で清潔な段ボール箱等に梱包して弁当を搬入する 

こと。 

⑧ 県が指定する時刻・場所に適切な温度管理（10℃以下）、衛生管理を行った運搬が 

できること。 

⑨ 開・閉会式、競技会等の運営に合わせた受注、搬入ができること。 

⑩ 荒天等により競技会場等が変更又は開催中止となった場合に、弁当の調製及び納 

入について、県の指示に基づく対応ができること。 

 

４ その他 

（１）日本のひなた宮崎 国スポの総合開・閉会式リハーサル及び県外競技会にかかるリハ 

  ーサル大会並びに日本のひなた宮崎 障スポ開・閉会式リハーサル及び競技会にかかる 

リハーサル大会における弁当調達業務については、必要に応じ、この要領に準じて実施 

する。 

（２）県外競技会にかかる弁当調達業務の衛生管理基準については、競技会を開催する自治 

体を所管する保健所の規定に従うこととする。 

（３）この要領に定めるもののほか、弁当調達業務の実施に関して必要な事項は、別に定め 

る。 



           令和  年  月  日

平日 土曜日 日曜日･祝日
備考

様式第1号

日本のひなた宮崎 国スポ・障スポ 弁当調製施設名簿

                 実行委員会

通常最大
番号 調製施設名称

営業者氏名
（法人名）

弁当調製施設の住所 営業者連絡先
１日あたり弁当調製能力（単位：食）

国スポ・障スポ提供可能食数



第８１回国民スポーツ大会高千穂町弁当調製施設選考基準 

 

１ 趣旨 

この基準は、本町で開催する第８１回国民スポーツ大会「日本のひなた宮崎

国スポ」に参加する選手・監督、役員、視察員、報道員及びその他関係者に斡

旋し、又は支給する弁当の調製施設の選考基準について、必要な事項を定め

る。 

 

２ 調製施設条件 

（１）高千穂町内に本社又は製造所を有する業者又は高千穂町が配達区域に該

当し、その製造所において食品衛生法の規定による営業許可を受けている

業者であること。ただし、日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会

（以下「実行委員会」という。）が必要と認めた場合は、この限りでな

い。 

（２）町税（高千穂町が賦課徴収するものに限る。）、法人税（個人の場合は

所得税）並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。 

（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 

号）第２条第２号に掲げる暴力団及び同条第６号に掲げる暴力団員並びに

それらの利益となる活動を行う者でないこと。 

 

３ 衛生管理体制 

（１）選考時点において、過去３年間に食中毒発生等により食品衛生法に基づ

く営業停止等の処分を受けていないこと。 

（２）食品衛生法等に基づき、ＨＡＣＣＰに沿った衛生管理に取り組む等、施

設の管理運営及び整備が食品衛生法に基づき適正になされている施設であ

ること。 

（３）検査食として、原材料及び調理済み食品ごとに50ｇ程度をビニール袋等

清潔な容器に密封し、マイナス20℃以下で２週間以上保存できること。 

（４）調理従事者全員に対し、大会の開催日前１カ月以内に検便検査の実施が

可能であること。（検査項目：赤痢菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸

菌及びノロウイルス（推奨）） 

（５）食品賠償保険に加入している、又は大会開催期間中加入できること。 

 

 

４ 調製能力・対応能力 

（１）原則として、１回100 食以上の提供が可能であること。 
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（２）第三者に委託することなく、弁当の調製が可能であること。 

（３）前日の午後６時までの発注で、当日午前10時50分までの納入が可能で

あること。 

（４）単価に応じた調製が可能であること。 

（５）メニューの日替わりが可能であること。 

（６）実行委員会が弁当の食材や献立内容を指定した場合は、その調製の対応

が可能であること。 

（７）実行委員会が指定する容器及び包装紙等での提供が可能であること。 

（８）実行委員会が指定する日時、場所への搬入及び容器回収が可能であるこ

と。 

（９）冷蔵車など適切な温度管理（10℃以下）できる車両等による衛生的な配

達が可能であること。 

（10）弁当付属品として、お茶、割りばし、爪楊枝、お手拭き及び持ち運び用

の袋の準備が可能であること。 

（11）弁当容器に、食品表示関係法令に合致した項目その他実行委員会が指定

する表示が可能であること。 

（12）事前に献立、サンプル（試食弁当）、写真等の提供が可能であること。

また、献立について、実行委員会から指示があった場合に改善すること

が可能であること。 

（13）実行委員会等が開催する食品衛生講習会に参加可能であること。 

 

５ その他 

（１）その他弁当調製に係る実行委員会からの指示（依頼）事項に関しては、

その都度、弁当調製施設と実行委員会が協議のうえ、その対応を決定す

る。 

（２）競技別リハーサル大会における弁当調製施設選考についても、必要に応

じて、この基準を準用する。 

 

附則 

この基準は、令和８年３月５日から施行する。 



第８１回国民スポーツ大会高千穂町防疫対策要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、「第８１回国民スポーツ大会高千穂町医事・衛生基本計画」に

基づき、本町で開催される第８１回国民スポーツ大会「日本のひなた宮崎国ス

ポ」における防疫対策について万全を期すため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会は、宮崎県実行委員会と相互に

連携調整を図るとともに、関係機関等と連携し、防疫対策を実施する。 

 

３ 防疫対策 

（１）感染症に対する意識の向上 

町民及び参加者等の感染症に対する注意喚起を図り、手洗い・消毒をはじめ

とする基本的な感染予防対策に努める。 

 

（２）感染症に関する情報の収集及び提供 

大会参加者等に感染症患者（疑似症患者、無症状病原体保有者を含む。）が

発生した場合に備え、関係機関が迅速に対応できるよう、必要な連絡体制を整

備する。 

 

（３）感染症患者に対する措置 

大会参加者等に感染症患者（疑似症患者、無症状病原体保有者を含む。）が

発生した場合は、法律等に基づき必要な措置を講じる。 

 

４ その他 

（１）競技別リハーサル大会における防疫対策についても、必要に応じて、こ

の要項を準用する。 

 

附則 

この要項は、令和年月日から施行する。 
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日本のひなた宮崎国スポ高千穂町食品衛生対策要項 

 

１ 趣旨 

この要項は、「日本のひなた宮崎国スポ高千穂町医事・衛生基本計画」に基

づき、本町で開催される第８１回国民スポーツ大会「日本のひなた宮崎国ス

ポ」における食品衛生対策について万全を期すため、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会は、宮崎県実行委員会と相互に

連携調整を図るとともに、関係機関等と連携し、食品衛生対策を実施する。 

 

３ 食品衛生対策 

（１）食品衛生に対する意識の向上 

食品関係営業施設等に対して、食品衛生に関する意識の向上を図り、食

品の衛生的な取扱いの向上に努めるため、食品衛生講習会を開催する。 

（２）食品関係営業施設等の監視・指導 

宿泊施設、弁当調製施設、土産食品の製造・販売施設、競技会場等の食

品販売店に対して、監視・指導を行う。 

（３）食品関係営業施設等の健康管理 

食品関係営業施設等に対し、食中毒の発生予防を重点とした従事者の健

康管理の徹底及び病原体保有者の発見に向けた検査の実施を行うよう指

導する。 

（４）食中毒発生時の対応 

食中毒患者が発生した場合は、食品衛生法等に基づき、必要な措置を講

じるとともに、関係機関が迅速に対応できるよう、必要な連絡体制を整

備する。 

 

４ その他 

（１）この要項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における食品衛生対策についても、必要に応じ

て、この要項を準用する。 

 

附則 

この要項は、令和８年３月５日から施行する。 

 

R8.3.5 第 2回宿泊衛生専門委員会承認 



第８１回国民スポーツ大会高千穂町食品衛生対策要領 

 

１ 趣旨 

この要領は、「第８１回国民スポーツ大会高千穂町食品衛生対策要項」に基

づき、本町で開催される第８１回国民スポーツ大会「日本のひなた宮崎国ス

ポ」における食品衛生対策について、必要な事項を定める。 

 

２ 実施方法 

日本のひなた宮崎国スポ高千穂町実行委員会（以下「町実行委員会」とい

う。）は、宮崎県実行委員会と相互に連絡調整を図るとともに、関係機関等と

連携し、食品衛生対策を実施する。 

 

３ 実施内容 

（１）食品衛生に対する意識向上の広報 

ア 広報の内容 

①手洗いの励行のほか、食品の調理・保存等の基本的な食品衛生対策 

②大会期間中に流行する可能性が高い食中毒の予防対策等 

③食品関係営業施設等に対して、食品衛生に関する意識の向上を図り、食

品の衛生的な取扱いの向上に努めるため、食品衛生講習会を開催する。 

イ 広報媒体 

保健所等と連携し、次の媒体により広報活動を実施する。 

①県実行委員会が作成した啓発媒体の配布・掲示 

②ホームページ等を活用した広報 

③各種講習会及びイベント等を活用した広報 

（２）食品関係営業施設等の監視・指導 

食品関係営業施設等を対象とした監視・指導の実施について、保健所に

依頼するとともに、必要な協力を行う。 

（３）食品関係営業施設等の健康管理 

食品関係営業施設等に対し、食品に直接接触する従事者の検便検査や健

康状態の確認を行うよう指導する。 

ア 検便検査は、概ね大会開催前1か月の間に受け、赤痢菌、サルモネラ属

菌、腸管出血性大腸菌等（以下「病原体」という。）の感染の有無を確

認する。 

イ 検査の結果、病原体に感染している場合は、検便で陰性を確認するまで

は、食品に直接接触する作業に従事しない。 

ウ 従事者の健康状態の確認は、毎日作業前に行う。 

R8.3.5 第 2回宿泊衛生専門委員会承認 



（４）食中毒発生時の対応 

ア 食中毒の発生又はその疑いに関する情報を入手したときは、直ちに保健

所に通報するとともに、保健所の食中毒調査に協力する。 

イ 町実行委員会及び保健所は、食中毒はもとより、飲食に起因する可能性

のある健康被害の発生又はその疑いに関する情報があったときは、緊密

に連携・対応するとともに、当該情報を公開するときは、関係者間にお

いて事前に情報共有を図る。 

ウ 保健所の協力を得て、大会期間中における食中毒発生時などに緊急時連

絡体制を整備する。 

 

４ その他 

（１）この要領に定めるもののほか、食品衛生対策の実施に関して必要な事項

は別に定める。 

（２）競技別リハーサル大会における食品衛生対策についても、必要に応じ

て、この要領を準用する。 

 

附則 

この要領は、令和８年３月５日から施行する。 
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第８１回国民スポーツ大会高千穂町開催推進総合計画年次計画（年度別業務一覧）
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第
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１
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大
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開
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6/14（日）

リハーサル大会開催

（西日本各県対抗剣道大会）

実施本部設置

総務企画専門委員会設置・開催

競技式典専門委員会設置・開催

宿泊衛生専門委員会設置・開催

輸送警備専門委員会設置・開催

リハ大会実施本部運営マニュアル作成 大会実施本部運営マニュアル作成

実行委員会総会開催 実行委員会解散

開催推進総合計画策定・進行管理

協賛・寄附取扱要項作成

リハ大会経費調査検討

協賛・寄附の推進

リハ大会予算編成 リハ大会予算執行・決算

大会経費調査検討 大会経費予算編成 大会予算執行・決算

識別用品整備要項作成 大会識別用品整備

遺失物・拾得物取扱要項作成 リハ大会での遺失物・拾得物取扱実施 大会での遺失物・拾得物取扱実施

保険加入要項作成 リハ大会保険加入 大会保険加入

広報基本計画策定

広報啓発活動の推進

・ホームページの作成

・SNSの運営

・大会PR看板の作成

・啓発イベントの開催 等

大会報告書編成方針検討 大会報告書編成方針決定 大会報告書作成 大会報告書

町民協働の推進

・学校との連携 等

案内所・休憩所設置運営要項作成

歓迎装飾実施要項作成

売店設置運営要項作成

歓迎装飾の準備検討 歓迎装飾の実施

大会案内所・大会休憩所等設置

大会売店設置

大会会期決定

競技会会期決定

リハ大会実施本部運営 大会実施本部運営

5/30（日）

デモスポ開催（モルック）

折原グラウンド

町民協働・観光・おもてなし

基本計画策定

大会ボランティア業務計画作成 大会ボランティア配置ボランティア募集要項作成

実行委員会設立

10/3（日）～5日（火）

剣道競技開催

観光ガイドブック等作成
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競技プログラム作成・配布

競技役員等の編成・委嘱

競技会係員・補助員の編成・委嘱

競技役員等編成決定

競技会係員・補助員編成決定

リハ大会プログラム作成・配布

競技実施要項作成

リハ大会実施要項策定

競技運営基本計画策定

リハ大会開催基本計画策定

競技用具整備の購入・借用 等

式典基本計画策定 式典実施要項作成

炬火イベント実施計画・要項作成

競技会の開会式・表彰式の実施

炬火イベント実施

宿泊基本計画策定 大会宿泊実施要項作成 宿泊本部設置

大会弁当調達要項作成 大会弁当調達実施

リハ大会弁当調達実施

仮配宿業務

救護本部・救護所設置救護所設置計画作成医療救護対策要領作成医療救護要項作成

医事・衛生基本計画策定

輸送本部設置会場地輸送計画作成

輸送・交通基本計画策定

消防警備本部設置大会消防防災・警備計画作成大会消防防災・警備実施要項作成

消防防災・警備基本計画策定

施設整備基本計画策定

デモスポ運営デモスポ実施要項作成

施設整備の推進・点検

炬火イベントの調整

食品衛生対策実施要領作成 食品衛生対策の推進

環境衛生対策の推進環境衛生対策実施要領作成環境衛生対策要項作成

防疫対策の推進

輸送計画調査 輸送計画調査

競技会場実施設計の実施 リハ大会競技会場設営・撤去 大会競技会場設営・撤去

仮配宿業務

競技会係員・補助員編成の調整

配宿業務

輸送・交通業務実施要項作成

駐車場等調査・確保

リハ大会弁当調達要項作成

食品衛生対策要項作成

防疫対策実施要領作成

防疫対策要項作成

10/3（日）～5日（火）

剣道競技開催


